
黒川東京高検検事長の任務延長等についてお尋ねがありました。  まず、幹部公務員の人事については、内閣

人事局による一元管理のもと、常に適材適所で行っており、内閣人事局制度を悪用し、恣意的人事を行ってき

たとの御指摘は全く当たりません。  検察官については、昭和五十六年当時、国家公務員法の定年制は検察庁

法により適用除外されていると理解していたものと承知しております。  他方、検察官も一般職の国家公務員

であるため、今般、検察庁法に定められている特例以外については、一般法たる国家公務員法が適用されると

いう関係にあり、検察官の勤務延長については、国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたとこ

ろです。  御指摘の黒川東京高検検事長の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性につき、検察庁

を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定されたものであり、何ら問題はないものと考えております。 


